
球夢トレーニングアカデミー 利用規約（参加規約） 

 

本規約は、球夢トレーニングアカデミー（以下「当教室」といいます）に参加するすべての会員および保護者

（以下「会員等」といいます）に適用されるものとします。会員等は、本規約に同意のうえでお申し込み・ご

参加ください。 

 

第 1条【目的】 

当スクールは、野球を通じて心身の健全な発達およびスポーツマンシップを養うことを目的とします。 

 

第 2条【対象】 

当スクールの対象は、幼児・小学生・中学生・高校生とします。 

 

第 3条【開講場所】 

原則、当スクールが所有・管理するグラウンドで実施します。 

※別施設でのレッスンも必要に応じて実施 

 

第 4条【料金設定】 

別紙（料金設定表）に準ずる。 

※一度納入された料金は、理由の如何を問わず返還いたしません。 

 

第 5条【体験】 

1 枠 5 名 

硬式野球体験（75 分） 

軟式野球体験（75 分） 

※初回利用は必ず体験料金での受講となります。 

 

第 6条【回数券】 

幼児・小 1〜小 3、小 4〜小 6、中学生、高校生で分類し、各金額を設定しています。 

※学年の区分が変わる際はお気を付けください。 

※軟式・硬式対応可 

※一度納入された料金は、理由の如何を問わず返還いたしません。 

 

第 7条【入会金】 

兄弟 2 人目以降は半額となります 

※一度納入された料金は、理由の如何を問わず返還いたしません。 



第 8条【施設貸出】 

当施設の利用は、保護者の方とご一緒にお願いいたします。 

近隣の方の迷惑にならないようにお願いします。 

練習場内以外の場所での素振り、キャッチボール等をされないようにお願いします。 

練習生は球児として礼儀正しく、規則を守って下さい。 

危険防止のため２名以上でのご利用をお願いいたします。 

見学者の方はネット外での見学厳守をお願いします。 

故意、不注意により器具、設備等の破損が確認された場合には修理費の請求をさせていただく事があります。 

駐車場のスペースに限りがありますので練習時間終了後は速やかに退出いただきますようお願いいたします。

マシン使用時はヘルメット着用必須（貸出あり） 

第 9条【自己責任・免責事項】 

当施設サービス利用中のケガ、事故、盗難、紛失等については、一切の責任を負いません。 

各チーム、及び学校の野球部に所属し、その他活動にて保険に加入されている方に限ります。 

練習場内における事故等で負傷をした際に、スタッフが在勤している場合は応急処置を行いますが 

その後の治療・補償に関しては、当方で責任は負いません。 

第 10条【写真・動画の取り扱い】 

活動中に撮影した写真・動画は、保護者の同意を得たうえで SNS等の広報目的に使用する場合があります。 

 

第 11条【禁止事項】 

施設利用者は以下の行為をしてはなりません。 

・人工芝内での飲食厳禁 

・人工芝でのスパイクの着用禁止 

→上履き（室内用の運動靴やアップシューズ）をご用意ください。 

・火気厳禁（電子タバコも禁止） 

・他の会員・指導者への暴言・暴力・迷惑行為 

・スクール運営を妨げる行為 

・名誉や信用を損なう行為 

・法令・公序良俗に反する行為 

練習場内において暴力行為等、不適切な行為があった場合は、その後の出入りを禁止します。 

練習場内におけるトラブル・盗難等に関して当方での責任は負いかねますのでご了承ください。 

 

第 12条【反社会的勢力の排除】 

暴力団、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当する者は入会・参加できません。該当が判明した場合は即

時退会していただきます。 

 



第 13条【親権者の責任】 

未成年者の参加は、親権者の同意を必要とします。 

親権者は、教室運営との連携および子どもの安全・行動に関して責任を負うものとします。 

 

第 14条【個人情報の取扱い】 

取得した個人情報は、運営および安全管理の目的以外には使用しません。 

法令で定める場合を除き、第三者への提供は行いません。 

 

第 15条【会員資格の譲渡・相続の禁止】 

会員資格を第三者に譲渡・相続することはできません。 

 

第 16条【持ち込み物の管理】 

持参した物品の管理は各自で行ってください。盗難・紛失・破損等について、当スクールは責任を負いませ

ん。 

 

第 17条【損害賠償責任】 

会員等が故意または重大な過失により他人または施設に損害を与えた場合、当該損害を賠償していただきま

す。 

 

第 18条【免責事項】 

天災地変、感染症拡大、その他不可抗力により教室を休講・中止する場合、当スクールは責任を負わず、料金

の返金も行いません。 

 

第 19条【規約の改定】 

当スクールは必要に応じて本規約を改定することができます。改定後の内容は、通知または掲示をもって効力

を生じます。 

 

附則 

本規約は、2025 年 11 月 10 日より施行します。 

 

 


